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Abstract

Japanese language education was resumed in the northeastern China very shortly after the
normalization of diplomatic relations between Japan and China in 1972. Based on the
author's fieldwork and a series of interviews conducted with those currently engaged in
Japanese language education in the northeastern China, this article demonstrates how the
post-war Japanese language education for ethnic minority Koreans and Mongolians living in
this rogion has been playing an important role in maintaining their ethnic identity. The author
then argues that it is not appropriate to blindly criticize the current Japanese language
education system in the northeastern China, as is frequently the case, solely for the reason
that it is too examination-oriented.

は じめに 一 研究の目的 一

日本語教育史は 1945年 に一つの区切 りをおいて論 じられてきた (関 1997)。 第二次世

界大戦までの「日本語 (あ るいは国語)教育」と戦後の「(外国人のための)日 本語教育」

は、言語政策的にその教育のもつ 「意味」がまった くことなっているのだか ら、これ

は当然のことである。 しか し、そればか りではなく、1945年 以前と以後では、研究の

焦点があて られる「場所」がことなっていることには、あま り注意がはらわれていな

いのではないかと思われる。戦前の 日本語教育についての研究は、 日本語教育の「海

外への進出」に焦点があて られるケースが圧倒的に多い。すなわち、台湾・朝鮮 。中

国大陸 (東北地方 と華北)お よび南方地域 (東南アジアとミクロネシア)において、日

-91-



『言語政策』 2号 2006年 3月

本語教育がどのように「すすめられて」きたか、とい う記述に大部分のスペースがさ

かれるのである。 これに対 して戦後の日本語教育が教育史的観点から論 じられ る場合

は、ほとんどが日本国内における日本語教育の再開に焦点をあてて語 られる。

現在、日本語学習人 口は日本国内よりも、海外においてはるかに多く、さらにその学

習者の全体の約 6割が東アジアの学習者である
1)に

もかかわらず、東アジア地域で 日

本語教育がどのように「再開」 されたか、とい うことに焦点があて られた記述は、ほ

とんどみることがない。 さらに、それ らの地域でふたたび 日本語教育がお こなわれ る

ようになった経緯についても、多 くの 日本語教師 。研究者が、漠然 と、「日本の経済的

発展、企業の海外進出」をその理由として考えている。つま り、戦前は日本の軍事的

侵略が、戦後は日本の経済的進出がその背景にある、とい う点で、 日本語教育は、も

つばら日本からの直接的あるいは間接的な「圧力」があつてはじめて開始されるもの、

とされているのである。

そこには、その目的が「侵略」であれ「国際交流」であれ、日本語教育を主体的に推

し進めるのは日本社会あるいは日本国家の意思であ り、 日本人教師が教育活動にあた

るのが 日本語教育の本来の姿である、とい う意識がはたらいているように感 じられる。

それに対 し、本研究は、このような「日本社会」あるいは「日本人」を主体 とする日

本語教育観に対 し、「日本語教育の自律」…学習する側からの「日本語教育の選択」 ・̈

とい う新たな視点を提示 しようとするものである。

2.本 研究のフィール ド

本研究は、そのほとんどをフィール ドワークとその分析によっている。本研究でとり

あげる事例は、中国東北地域
2)の

中等教育機関における「日本語教育の再開」である。

旧「満州国」地域が、現在でも中国の日本語教育の中心になっていることは広 く知 ら

れている。この地域、すなわち現在の黒龍江省、吉林省、遼寧省および内蒙古自治区

の人 口は、中国の総人 口の 10.3%に すぎないが、日本語教育機関の 34.4%が この 3省・

1自 治区に所在する
3)。

また、この地域の日本語教育は教育・研究のレベルが高いこと

でも知 られている。早 くから日本語専攻課程を開設 し、学者・研究者を輩出 してきた

大学 も東北 3省 に多い。

さらに、この地域の 日本語教育の大きな特徴 として、高等教育機関だけではなく、中
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等教育機関においても日本語教育がおこなわれていることがあげられ る。国際交流基

金 日本語国際センター (2002)に よれば、中国の初等・中等教育において 日本語教育を

実施 している学校の 77.6%が 黒龍江、吉林、遼寧省 と内蒙古自治区に集 中している。じ

つは、中国の他の地域で 日本語教育をお こなっている中学は、ほとんどが「外国語学

校」または「外国語中学」 とい う名称の外国語教育に特化 した中学であ り、 しかも、

ほとんどの場合、 日本語を学習 している生徒は、それ らの学校の在校生のごく一部に

すぎない。それに対 し、東北地域ではふつ うの中学で、全在校生が第一外国語 として

日本語教育を実施 しているところがある。本研究は、このような外国語に特化 してい

ない中等教育機関における日本語教育を調査 したものである。

調査期間は、2002年 4月 から 2003年 3月 までの 1年間と、2005年度にのべ 2ヶ 月間

おこなった。なお、2005年 からの調査は 日本学術振興会科学研究費補助金を受けてお

り、2007年 まで継続する。

調査の主たる手法はインタビューである。同一人物に継続的に数次にわた リインタビ

ューにお うじていただいたヶ―スが多い。インフォーマン トは、ほとん どが 日本語教

師、および教育委員会委員、教研員 (指 導主事 )、 中学校長などの中等教育関係者であ

る。インタ ビューに用いた言語は、 日本語教師の場合は主に日本語を、そのほかの関

係者の場合は主に中国語をもちいた。なお、聴き取 り調査については、事例ごとにイ

ンフォーマン トの氏名、場所、 日時などを注記すべきであろうが、本稿では紙面がか

ぎられているため、とくに発言を直接引用 したもの以外は注記を省略 したことをご了

解いただきたい。

多民族国家である中国では、それぞれの民族の言語について民族名を冠 し「漢語」「朝

鮮語」「ウィグル (維 吾爾)語」といった名称をもちいるが、本稿においては、多数民

族である漢族の言語を通例に したがい「中国語」 と称する。また、それ以外の少数民

族の言語を総称する場合は「民族語」 とす る。 さらに、中国における用例にしたがい

各種中等教育機関 (初級中学/高 級中学/職 業学校など)を 総称 して「中学」と表記 した。

つま り本稿の「中学」は、 日本の高等学校 と中学校をふくんでいる。また、「全国統一

大学入試」は、1989年 より「普通高等学校招生統一考試 (高 考 )」 とい う名称になった

が、この稿では年代にかかわらず、すべて「統一大学入試」 と表記する。
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3.「満州国」後の日本語教育の継承

従来、この中国東北地域の中等教育機関における日本語教育は、漠然と「『満州国』

時代に日本語を習得 した人材が残つていたからはじまつたのだ」と語られてきた。し

かし、その成立と存続は本当に「満州国の遺産」といえるのであろうか。また、それ

が真実であれば「侵略者によつて強制された言語教育」であったはずの日本語教育が、

なぜ解放後も継続 されているのだろうか。その疑間に答えた先行研究は、これまで 日

本にも中国にもないようである。

1972年 に日中国交回復が発表 されると、中国東北地域では突然、 日本語教育がは じ

まった。 とくに中学校では「東北三省を中心に日本語教育を開始す る学校が急増 し、

73、 74年 ごろには中等教育における学習者数はピークを迎え」たとい う(国 際交流基金

日本語国際センター 2002:25)4)。 また、日中国交回復 と共に、NHKの国際放送ラジオ

ジャパ ンに、 日本語講座のテキス ト請求が殺到 した。いつぼう、大学での 日本語教育

が増加 しはじめたのは、それから数年おくれて 1976年 に文化大革命が終息 した後であ

り、 さらに 日本 との協力関係にもとづいて本格的な 日本語教育がお こなわれるように

なったのは、1978年の 日中平和友好条約締結後であつた。旧版の『 日本語教育事典』

(1996:707)に は、「1978年 は日本語学科のある大学は (中 国全上で)33で あつたのに、

1979年 9月 は 49と 急速に増大 している」 とい う記述がある。

一般的にいって、新 しい分野の教育をは じめるときには、まず教員を養成する必要が

ある。 したがって、高等教育が開始 され、教員の養成にめどがついたのち中等教育が

は じまるのがぶつ うであろう。 しか し、東北地域の日本語教育についてはこの順序が

逆転 している。 これは、1970年代はじめに急増 した中学校の日本語教育を担当した教

師は、中国の高等教育 (教 員養成)機関で教育をうけたものではない、とい うことを

意味 している。

この地域の日本語教育が「満州国」時代か らの連続性 をもつことを裏付けるもう一つ

のデータが第 1表である。この表は 1999年 時点での中学の日本語教師の年齢層をまと
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めたものである。

年齢 (1999年 当時 ) 合計人数 1972年 当時 の年齢 1945年 当時の年齢

25歳～30歳 175人 3歳以下

歳～35歳 236人 4歳～8歳
36歳 ～40歳 267人 9歳～13歳
41 歳～45歳 118人 14歳 ～18歳

朧 19歳～23歳
24歳～28歳 1歳以下

糠 25歳～33歳 2歳～6歳
60歳以上 3人 34歳以上 6歳以上

第 1表  中学校教師の年齢層

『中国日本語事情』国際交流基金日本語センター(2002)を もとに筆者作成

表の右 2列は 1972年 (日 中国交回復時)と 1945年 時点での年齢をしめしている。こ

の表において 46歳 ～60歳 にあたる教師は年齢か らいつて「満州国」時代に日本語教育

を受けた可能性はない、と同時に 1972年 当時にはすでに中等教育を修了しているのだ

が、そのころは、文化大革命のため学校教育の場での外国語教育がほとんどおこなわ

れていなかったため、公的な中等教育機関で日本語教育をうけたことがない
5)と

推定

されるのである。

筆者の聴 きとり調査によれば、この世代の日本語教師の多 くは、独学で、あるいは

自分の身近の 日本語話者について 日本語を学んだ。たとえば吉林省 S県の C先 生 (朝鮮

族)や 吉林省 Z県の B先生 (モ ンゴル族)は 「文革中、畑仕事の合間に父親から日本語を

学んだ」。また、黒龍江省 W市出身の Z先生 (朝鮮族)は 、「1975年 ごろから大学入試が

再開されることを予想 して、伯母のア ドバイスを得ながら独習 した」とい う
6)。

これ

らの人々が 日本語を学びは じめたきっかけは、ほとんどの場合 「家族・親戚に 日本語

話者がいた」ことによる。また、文革のおわ りごろになると、学校教育が正常化 し、

大学入試が復活することを予想 して、その対策 としてひそかに日本語を学ぶ人があら

われる。 当時の環境において、中国東北地域で「外国語」を学ボことを考えた とき、

日本語はもっとも学びやすい外国語であった。同時にこのような学習者の存在は、教

師役をつ とめた世代、すなわち満州国時代に日本語教育を受けた人々の日本語運用力

を維持することにもなったと思われ る。

すなわち、中国東北地域の日本語教育は、ある意味で「満州国」の日本語教育が継承
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されたものといってよい。 しかし、その日本語教育の継承は、「満州国」時代の日本語

教育をなつか しんでおこなわれた とい うものではない。文化大革命 とい う学校教育が

ほとんど機能 しなくなった混乱の時期に、「勉強」に対する強い飢餓感や焦 り、憧憬を

もつた青年たちが、自分たちの家族や親戚か ら「なにかを」学びたいと考え、たまた

ま「日本語を」習 うことに したのであった。 このような状況があつたために、この地

では、家庭や親族のなかで、「満州国」の日本語教育が継承 されたのであった。すなわ

ち、 日本語は選択された結果として残つたのではなく、他の選択肢がなかったとい う

理由で残 ったのである。 しか し、このような事情があったか らこそ中等教育機関での

日本語教育も国交回復 とともにいちはやく教員を確保することができたのであった
7)。

ところでその後、大学における日本語教育は、日中関係が進展するとともに「満州国」

の影を急速に払拭 し、現代的なものへ更新 されていつた。 しか し、中学校における日

本語教育は、その後も、現実の日本社会や 日本人 との関係をほとんどもたないままに、

その後も継続 していつた。

4.日 本語教育の現状

4.1日 本語教育と民族学校

この地域の中等教育機関における日本語教育は、その多 くが、朝鮮族やモンゴル族

の民族学校、あるいは交通が比較的不便な農村地域でおこなわれている。国際交流基

金 日本語国際センター (2002)に よれば、全中国で 日本語教育をおこなっている初等・

中等教育機関のうち、民族学校は 34%を しめるとされる。だが、この数値は、その後 さ

らに高くなっている。それは、ふつ うの (漢 族の)中 学において外国語科 目を日本語か

ら英語に変更する学校が、ここ数年、あいついだためである。筆者の調査によれば 2005

年現在、黒龍江省では、ほぼ loo%が 民族学校で実施 されている。また、吉林省 と内蒙

古自治区でも、日本語を採用する学校は、ほとんどが民族学校である。遼寧省は、大

連市を中心に多くの日本企業が進出 しているため、ふつ うの (漢族の)学校での実施が

かな り見 られるが、それでもなお、民族学校での 日本語科 目採用率は普通の学校に比

べてかな り高い。

中国で 「民族学校」 とは、多数民族である漢族以外の少数 民族 の子 どもを対象 に設

置 され てい る学校 をさす。 中国の学制に したがい、幼稚園か ら大学まで多数民族であ
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る漢族の学校 とまったく同等の民族学校が併設 されている。 これ らの民族学校は、主

に言語の点でハ ンディをもつ少数民族の子 どもを不利な立場におかないよう、それぞ

れの民族の言語で各教科の授業をす ることに主 目的がある。ただ し、民族語の書記法

が普及 していなかった り、方言間の差異が大きいなどの理由により、民族語での教育

が困難な場合 も多い。また、回族の学校 (回 民学校)の ように、言語よりも生活習慣上

の配慮により民族学校が開設 されているとお もわれる場合 もある。 したがって、民族

語によって各教科 目の教育がおこなわれ る民族学校は、比較的人 口が多 く、かつ民族

語に文字が普及 しているいくつかの民族に限 られている。本研究のフィール ドである

東北地域で民族教育の中心となるのは、朝鮮族 とモンゴル族の民族学校であるが、こ

の二つの民族では、かなり中国政府が理想 とする民族教育のモデルに近いものが実現

されているといえよう
8)。

ここで一つ注意 しておかなければな らないことがある。それは、学校の選択につい

てである。中国の民族学校は、少数民族の子 どもに対する教育を目的 として設置 され

ているものであるが、進学にあたって、民族学校を選択するか、ふつ うの学校、すな

わち中国語で教育をおこな う学校を選択するかは、まったく個人の自由にまかされて

いる。つま り、その子 どもがどの民族に属するかにかかわ りなく
9)、

学校は自由に選

ぶことができるのである。実際には多数民族である漢族の子 どもが、あえて民族学校

を選択するケースは少ないので、少数民族の子 どもが、民族学校を選択するか、普通

の学校を選ぶか、 とい ぅことが問題になる。そ して、その選択にあたって保護者がも

つとも重視するのは、上級の学校への進学の しやす さである。それは、現在の中国社

会で「成功」をのぞむ場合、まず学歴が大きな比重をしめるか らである。したがって、

保護者 と学生が学校 を選択する際には、上級学校への進学率がもつとも重視 され る。

各学校は保護者の評価を獲得す るために自校の進学率をいかに上げるかにすべてをか

けてお り、その事情は、民族学校であっても変わらない。すなわち民族学校 も、進学

に関 しては普通の学校 と競合関係にあるのである。そ して、この地域の朝鮮族学校 と

蒙古族学校で外国語科 日として 日本語が採用 されているのは、その進学競争に原因が

ある
10)。

中国でも日本 と同様、大多数の学校で外国語科 目として教えられているのは英語で

あ り、それ以外の言語を採用するのはきわめて稀である。それにもかかわらず、多く

の朝鮮族 とモンゴル族の民族学校で 日本語が採用 されているのは、 日本語の統語構造
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が学習者の母語である朝鮮語、モンゴル語によく似ているためであるとい う。民族中

学の生徒は、民族語のほかに、中国語も学ばなければならない。 さらに、くわえて外

国語も勉強 しなければならないので、言語科 目の比重が、漢族の学生に対 して高 くな

る。そのとき外国語科 日として 日本語を選択すれば学習時の負担が少なくてすむのだ

とい う。朝鮮族学校の教員は、みな経験的に「日本語は、英語の 2/3の 学習時間で 30%

よい成績があげられ る」 と語る。事実、英語 クラスと日本語クラスが併設 されている

略示濱第一朝鮮族中学では、統一大学入試における日本語の平均点が、英語の平均点

にくらべ 20～ 30点ほど高い (150点 満点)と い う。

日本語の採用により言語科 日での負担の大きさをプラスに転 じるとい う方策によつ

て、中国東北地域の民族教育は、きわめて うま く実施 されているのだといつてよい。

その代表例 としてあげ られる黒龍江省の尚志市朝鮮族中学は、朝鮮語でほぼ全教科の

授業をする「理想に近い」民族中学でありなが ら、同時に黒龍江省でも有数の進学校

となっている。同中学では、大学統一入学試験 (文科)に おいて、全省の最高得点を獲

得 した学生を 2000年 と 2002年 に輩出した。そ して、中国では最難関とされる清華大

学 と北京大学に毎年合格者をだ している。このように、言語運用においてハンデ ィを

もつマイノリティの学生が、多数民族に劣 らない成績をあげていることは注 目にあた

いす るが、そのような成果をあげる要因として 日本語教育の採用を無視することはで

きない。

4.2民 族語の継承 と日本語教育

ところで、ここで一つ注 目すべ きことは、民族教育の現場では「民族語 (朝 鮮語 ある

いはモ ンゴル語 )と 日本語」と「中国語 と英語」が一つのセ ッ トとして考え られてい る

ことである。

その典型的な例 を、黒龍江省 D蒙古族 自治県 にある D蒙古族 中学にみ ることがで き

る。

この中学では、各学年が大き く二つのクラスに分け られてい る。一つは中国語で授

業 をお こない、モ ンゴル語を教科 の一つ として教 えるクラス (加 授蒙古語班 )で あ り、

もう一つはモ ンゴル語 で授業をお こない、中国語 を教科 として教 えるクラス (加 授漢語

班)で ある
H)。

この県では、街区にすむモ ンゴル族の子 どもは、モ ンゴル語 よ りもむ し

ろ中国語を母語 として育つため、モ ンゴル語 で授業 をお こな うことがむず か しい とい
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う。反対に郊外の牧区において育った子 どもは、モンゴル語を母語 とし、中国語があ

ま りうま くない。そのため、民族中学は母語別のクラスにわかれているのである
12)。

しか し、異なっているのは、教科を教える言語だけではない。この中学では、中国語

クラスにおいては英語を外国語 として教え、モンゴル語クラスでは 日本語を外国語 と

して教えている。モンゴル語クラスの学生が英語を選択することはできず、その逆も

不可である。その理由は、「モンゴル語母語話者は、統語構造が似た 日本語を学ぶほう

が有利であるが、中国語母語話者にはそのような有利 さがない。だか ら、中国語母語

話者が 日本語を学ぶことにはなん ら利点がなく、英語を学んだほうがよい」か らであ

る
13)。

っま り、この学校の教員は、 日本語科 日でよい成績をあげることとモンゴル語

母語話者であることには、強い相関関係があると考えている。

同様の例を、朝鮮族の家庭でもみることができる。黒龍江省の東部に位置する 」県

では、朝鮮族の子 どもの約 30%が 朝鮮族学校ではなく、ふつ うの学校へ進学する。すで

に 4.1で述べたように、中国の民族教育制度では、子 どもが民族学校へいくか、ふつ

うの学校へ入学するかを本人・保護者が任意に決めることができる。 したがって、こ

の地域の朝鮮族の親は、子 どもの就学時にどちらをえらぶかで悩む。 このとき、親が

考えるのは、「民族のアイデンティテ ィを維持するか、中国社会でより成功す る可能性

をとるか」とい うことである。朝鮮族の子どもがふつ うの (中 国語で教育をおこな う)

学校へ進学すると、ほとんどの場合、たとえ家庭内の言語が朝鮮語であつても、中国

語を日常語 として使 うよ うになって しまい、朝鮮語は継承 されない。それは民族語を

最大のエスニックマーカー としている朝鮮族 としてのアイデンティティにかかわるこ

とであ り、彼 らのい う「漢族のような朝鮮族」を増やす ことになる。 しか し、勉強 し

なければな らない言語を 3言語から 2言語に限定すれば、個人のレベルにおいては、

受験競争において成功す る確率を高めることになる。 このような「悩み」に対 して、

民族語の継承 と受験競争に勝つための進学教育を両立 させる「鍵」 となっているのが

民族学校における日本語科 目の採用なのである。

このように、中国東北地域では、 日本語教育が民族語継承教育と強 く結びつき、切

りはなせないもののように考えられている。つま り、朝鮮族やモンゴル族の人々の意

識では、 日本語教育は外国語教育であるのと同時に、あるいはそれ以上に、民族語の

継承教育の一環 として意識 されているのである。
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4.3貧困地区と日本語教育

4.1で のべたとお り、黒龍江省でも吉林省でも、中学で 日本語教育をおこなってい

るのは、そのほとんどが民族学校である。 しか し、吉林省には、 日本語を採用 してい

るふつ う (漢族)の 中学が例外的に省の東北部、Z県に数校存在する。この県は内蒙古

自治区と黒龍江省に隣接 した低湿地に位置 し、アルカ リ塩類におおわれた荒蕪地がひ

ろがつているため、中国政府によつて「貧困地区」に指定されたほどの、生産性がき

わめて低い地域である。 この地区で 日本語教育が行われ るようになつた経緯について

は、確実な記録がないので不明である
14)が

、現在、 2校の高級中学 (高 等学校)と 5校

の初級中学 (中 学校)で
15)日

本語教育がおこなわれている。地区の教育委員会の責任者

によると、この地域において日本語教育が継続 して行われている理由は、「統一大学入

試において、 (英語に比べ)日 本語のほ うが高得点を期待できる」からである。「僻地の

貧困地区の学生が、大都市の学生 との競争に勝ち、進学するためには、英語のような

参考書、問題集が数多 く発行 されている科 目より、あま り受験テクニックが研究 され

ていない 日本語のほうが有利である
16)」

とぃ ぅ。確かにこの地域の初級中学で 日本語

教育をお こなっている学校は、郊外の集落に散在 してお り、市街地にある 2校の高級

中学で 日本語クラスに在籍 している生徒は、ほとんどが郊外の初級中学の出身者であ

る。郊外の農村の初級中学でのインタビューによれば、英語を勉強 して高級中学の入

試に合格す ることは、きわめてむずか しく、その対策 として日本語のクラスを設置 し

ているとい う。すなわち、朝鮮語や蒙古語を母語 としていない学校においても、 日本

語は「勉強 しやすい科 目」とされているのである
17)。

なお、この地区の高級中学か ら

も、 日本語クラスから北京大学への進学者をだ している(2004年 )。

また、東北 3省の南に接する河北省においても、Y県 など農村地域のいくつかの中学

で日本語教育がおこなわれている。 この地域の 日本語教育は「全国統一大学入試の外

国語科 目の平均点が 日本語のほうが高いとい う状況をみて、1979年 に 日本語クラスの

募集を始めた」 (国際交流基金 日本語国際センター 2002,P64)と い う。

このよ うな例をみると、大学入学統一試験で、英語より日本語のほ うが点数をとり

やすい とい うことと、朝鮮語やモンゴル語を母語 としているとい うことのあいだにそ

れほどの相関はないのではないかと考えぎるを得ない
18)。

事実、Z県・Y県、どちら

の中学の 日本語担当教員も、英語に換えて 日本語で受験 した場合の点数の増加分は 20

点～40点 であると試算 してお り、この点数は 4.1で あげた吟外濱第一朝鮮族中学の英
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語 クラス と日本語 クラスの得点差 とあま りかわ らない。こ うしてみ ると、「朝鮮語 。モ

ンゴル語母語話者であるか ら日本語 の試験が有利 になる」 とい う考 え方には、現実に

は、それ ほ どの根拠がないよ うに思 われ る。

5。 日本語教育の 自律 と変容

5.1「 民族の外国語」という意識

前節でみてきたように、大学統一入学試験において、 日本語で高得点をあげること

と、母語が朝鮮語あるいはモンゴル語であることの間には、朝鮮族・モンゴル族 自身

が信 じているほどの強い相関関係はなさそ うである6民族語 と日本語をセットで教育

することに、実質的な意味があるとはあま り考えられず、む しろ、心理的な、あるい

は象徴的な意味あいが強いと思われ る
19)。

筆者は、そこに「満州国」から続 く、両民

族 と日本語教育の強い結びつきがあると考える
20)。

「満州国」時代、朝鮮族にとって 日本語が「侵略者の言語」であ り、「強制 された言

語」であったことは間違いがない。それは、たとえばつぎのような証言によってはっ

きり知ることができる。

「趙校長先生はこの 日、話をす るとき初めは相変わらず 日本語を使った。 と

ころが最後の部分になると朝鮮語で我々は朝鮮人なのだから朝鮮語を使わな

ければな らない、朝鮮の名前を呼ぶように しなければならないといわれた。私

たちは生徒の前で朝鮮語を使 う先生を初めて見て、思わず笑いがこみあげてき

チL」

(中 国朝鮮族青年学会 ,1998:230)

これ は、濱 江省珠河県 の朝鮮人入植 地 (当 時、現在の黒龍 江省 尚志市河東郷)の 学校

で、終戦時 (1945年 8月 16日 )に お きた状況の証言である。この証言 にあるとお り、こ

の 日、 この入植地は 日本語 を否定 し、 日本語教育が終わ りをつげたのであった。

ところが、その 31年後、1976年 に文化大革命が終結 し、中学の外国語授業が正式に

再開され ると、この学校の直接の後身 ともいえる尚志市朝鮮族中学は、一貫 して 日本

語教育に取 りくみはじめ
21)、 4.1でのべたような「成果」をあげるのである。

2002年 秋、同校の C校長は筆者に「日本語教育は朝中 (朝鮮族中学)の 教育にとらて、
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非常に大きな意義をもつている。朝鮮族の特徴を生かし 3つ のことばを生か して活躍

できる人材を育成することが、 (中 国)朝鮮族の将来を保障する」 と語つた。現実に経

済改革の進展 とともに、朝鮮族の朝鮮語 (韓 国語)と 中国語、そ して 日本語の運用力が

求められ る就業機会が急増 していることもあ り、この考えは、現在、多 くの朝鮮族の

間に共通 した認識である。また、C先生は「英語教育にきりかえることは、朝鮮族の特

徴を失い、漢族に同化することにつながる」 とも語つた。民族のことばを維持 し、継

承することが、自身のアイデンティティを維持する重要な条件であるとい うのは、中

国朝鮮族ならず ともすべてのマイノリティに共通する感覚であろうが、中国の朝鮮族

やモンゴル族には、その母語の維持・継承教育 と外国語教育としての 日本語教育が強

い結びつきをもつてとらえられているのである。

1960年代は じめまで、中国の外国語教育は、もっばらロシア語であつた。1960年代

から、中ソ関係の悪化にともない、外国語教育の重点がロシア語から英語にうつされ

た。そのころ、いくつかの大学 と外国語学校 に日本語学科が開設 されたが、学習者の

数はごく少なかった。 さらに、1966年 からは じまつた文化大革命がもつとも高揚 した

時期には、外国語教育そのものが事実上停止 した。

しか し、3章で述べたとお り、その間にも家庭内で日本語の継承がおこなわれるケー

スがあった。その学習の理由は、「学校では得 られない学習欲を満たすため」であつた

り「大学入試が再開 される日に備えての受験勉強」であつた りとさまざまだが、いず

れに してもすでに述べたとお り、文化大革命 という公教育の混乱期に「勉強」に対す

る強い飢餓感 と焦燥感をもつた青年たちが、家族から「日本語教育」を継承 したので

ある。このような家庭教育による日本語教育の継承が、「支配者に強制 された言語」か

ら「自らが選択 して学ぶ外国語」へ と日本語の印象を変える役割をはた したことは間

違いがない。また、文革期は、外国語教育に制約があつたにとどまらず、民族語教育

を と りま く環境 もきび しか った (朴 ほか 1989,第 五 章 173-193)(岡 本 1999:

90-93,173-174)。 したがって、この時期、民族語継承への深刻な危機感が 日本語の家

庭内での継承 と共起 して、「満州国」時代の「強制された 日本語教育」とい う意識を変

える役割をはたしたことは間違いがないと思われる
22)。

ただし、この時点での日本語

教育の継承は、個人・家族単位のものであって、「民族の外国語」とい うほどのイメー

ジが形成 されていたかどうかは不明である。なぜなら、この時期の 日本語教育は、あ

くまで私的な学習であつて、公教育の場でおこなわれたものではなかつたか らである。
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しかし、1980年代はじめごろには、この「家庭の外国語」であつた日本語が、「民族の

外国語」 として意識 されるようになった と推定される。

外国語教育が中学の必修科 日として再開され ると、各地の中学では外国語の教師を確

保す ることが急務 となった。中国政府は当初から英語教育を外国語教育の主 とする計

画であったが、英語教師の絶対数が不足 していることから、 しばらくのあいだは英語

以外の外国語を採用することも可とされた。中国全国をとお してみると中ソ関係が緊

密であつた 1950年代に養成 されたロシア語教師が教壇に復帰 し、外国語科 日としてロ

シア語 をお しえたケースが多かったが、東北地域では、日本語話者を教師 として採用

し、外国語 として日本語科 目を開設す ることが多かつたのである
23)。

そ して、そのと

きはふつ うの (漢族の)学校で も、かな りの学校が 日本語を採用 した。 しか し、中国全

土で英語教師の養成がすすみ、英語科 目が開設できるようになると、ロシア語 0日 本

語か ら英語に切 りかえる学校がふえてい く。 このロシア語 。日本語から英語への転換

は計画的に短期間で実施 されたものではなく、1980年 代をとお して条件がととのった

学校か ら順次おこなわれたのであった。 したがって、この切 りかえに関 しては、民族

学校 とふつ うの学校のあいだに条件の差があつたとは考えられない。すなわち、10年

の時間をかけて英語教員を養成 し、 日本語か ら英語へ と転換することは、民族学校で

あつてもふつ うの学校 と同様に可能であつたはずである
24)。

ところが、朝鮮族学校は、

そのまま 日本語教育を続けることを選び、1990年代はじめには、朝鮮族学校は 日本語

教育、ふつ うの学校は英語教育 とい う色分けがきれいにおこなわれるようになった。

つま り、この 10年 のあいだに民族語の維持・継承 と進学を両立させる手段 としての日

本語教育 とい う意識が確立 したと推測できるのである。

さらに、そのような「民族の外国語」としての日本語の位置をもつとも象徴的に表現

しているのが、蒙古族中学における日本語教育の「あ り方」であろう。多くの蒙古族

中学で、加授蒙古班 と加授漢語班 とい う母語別のクラス編成がおこなわれているのだ

が、そのとき 4.2で述べたよ うに、モンゴル語を母語とするクラスは日本語が、そし

て蒙古族であっても、すでに漢語を母語 としている生徒には英語教育が選ばれ るとい

うことがおこるのである。

なお、前に述べたとお り、筆者は、この「民族の外国語」とい う意識が、民族学校お

よび民族 コミュニティで確立 した時期を、中学で外国語教育が復活 した 1978年 に近い

かな り早い時期であったと考えている。それは、1979年 に、延辺朝鮮族 自治州におい
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て孔版 (ガ リ版)に より、朝鮮語による日本語文法書が出版 され、1980年 から黒龍江省

の民族中学において使用 されている事例があるか らである
25)。

この文法書は、中国語

話者のことをまつた く考慮せず、朝鮮語話者のみを対象 として書かれている。 このよ

うな参考書が民族学校 にいち早く普及 したのは、 日本語教育を朝鮮族中学の重要な特

徴であると考える意識があつたためであろう。

このように、1980年代になると、 日本語は「民族のアイデンティテイを剥奪するた

めに侵略者によつて強制 された言語」から「民族のアイデンティティを維持す る道具

としての外国語」へ と変容をとげた。そして、この意識の変容 とともに、「満州国」後

の日本語教育は、 日本人の手をはなれ、自律 していつたのである。

5.2受験 日本語教育がもつ意味

中国東北地域において、日本人 日本語教師が教育機関に派遣あるいは招聘 され、現代

的な、すなわちコミュニカティブな言語教育がおこなわれ るようになったのは、長春

に留学生赴 日予備学校が設置された 1979年 ころからである。1980年代に入ると、大学

には日本人教師が増加する。 しか し、中学校へ 日本人の専門家がくることは、ほとん

どなかった。たとえば、筆者は 1999年初冬、は じめて尚志市朝鮮族中学を訪問 したの

だが、そのとき「は じめてわが校 に日本人の 日本語教育専門家がきた」 と歓迎 された

ほどである。 したがつて、これ らの中等教育機関では、20年以上にわたり、「満州国」

時代にさかのぼる古い 日本語教科書をのぞけば、カ リキュラムの作成、教員養成、教

材や練習問題の作成な どがすべて自分たちの手でおこなわれてきたのである。そ して、

それ とともに日本語教育の目的も変容 した。20年以上にわたつて中国東北地域の日本

語教育が、ほとんど唯一の目的 としていたことは、「統一大学入試対策」である。

文化大革命中には否定された「学力試験」であつたが、1976年 に文イヒ大革命が終息

すると、はやくも翌 1977年 には、統一大学入試が復活 し、中学での教育のもつとも大

きな 目的が入試におかれるようになった。記録によれば、「条件がそろつた小学校、中

学校か ら外国語教育を実施する」ことが、文革後あらためて決定されるのは、1978年

であ り、中学校の外国語科 日として英語 。ロシア語 とともに日本語が公式に認められ

たのは、1982年 である。また、その間、1979年 に統一大学入試の正式科 日として「外

国語」が加わっている。 しかし、東北地域においては、前述のとお り 1970年 代はじめ

から中学校で日本語教育が開始 され、筆者が調べた範囲では 1977年の大学入試は、す
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でに「日本語で受験」することができたとい う(黒龍江省、吉林省での聴きとり調査に

よる)。 どうも中国東北地域では、日中国交回復直後から、大学入試を意識 して 日本語

教育を準備 しはじめていたのではないかと推測 され る。すなわち中国東北地域におけ

る日本語教育は、 日本人の手をはなれ、自律 した 「入試科 日」として復活 したのであ

る。

この統一大学入試 とむすびついた 日本語教育は、(1)暗記が重視され、また教科書の

例文が絶対視 される (2)文法解釈、類義語使いわけの解釈の精級化がすすみ、とき

として現実に使われている「日本語」以上の精密な使いわけが問われることが珍 しく

ない (3)音声教育が欠如 し、言語のコミュニケーション機能の習得を無視 した教育

がおこなわれる、などの特徴をもつ。したがって、この地域の日本語教育は、表面上、

時代お くれの「受験外国語教育」そのものであるといってよい
26)。

事実、この地域の

民族学校 を訪問 した 日本語教師 。研究者は、そこでおこなわれている日本語教育を見

学 し、 日本語教育がこのような「受験勉強」に特化 していることにまずお どろき、そ

の後、「実際のコミュニケーションの役に立たない外国語教育である」と判定 して、あ

まり高い評価を下さないことが多い。

この地における、戦前の日本語教育は、「満州国」の統治者である日本人が、被支配

者 とコミュニケーションをとるためにおこなわれていたのであった。その意味では、

戦前の日本語教育は、「実際のコミュニケーションの役に立つ」日本語教育であったと

いえる。 しか し、それ は、同時に歓迎 されない 日本語教育でもあったのである。それ

に対 し、戦後の日本語教育は、民族アイデンティティ維持のための民族語継承教育の

手段 として、具体的には、民族学校の教育の充実、より直接的には受験への対応を最

大の目的 としてぃるのである。そ して、それは中国東北地域に点在する少数民族コミ

ユニテイが、周囲をとりまく「中国語」社会の圧力の中で、自らの意思によって選び

とつた日本語教育の形である。

すなわち、この地域における日本語教育の意味 と目的を、少数民族教育の全体像か

ら俯腋 してみたとき、安易に「受験 日本語教育」を批判することはできないのである。

さらに、「満州国」時代に同 じ地域でおこなわれていた日本語教育と現在の 日本語教育

を対比 させて考えると、 日本語教育の 「教育内容」を評価することがいかにむずか し

いかとい うことも考えさせ られる。
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以上、述べてきた とお り、この中国東北地域における「満州国」後の 日本語教育の

自律 と変容の様相は、ある地域においておこなわれている日本語教育の 目的 と意味を

考えるときに、 日本語 を学ぶ現地の人々、そ してコミュニテイの意思が、第一に優先

されるべ きであること、特定の地域の 日本語教育を「評価」す る権限は、 日本社会や

日本人ではなく、日本語教育を選択 したコミュニティの側にゆだね られていることを

明確に示 していると思われるのである。

独立行政法人国際交流基金『海外の日本語教育の現状 =日 本語教育機関調査・2003

年』 (2005)

本研究が主なフィール ドとするのは、黒龍江省 と吉林省 (た だ し、延辺 自治州をの

ぞ く)で ある。大連を中心に日本企業の進出がいちじるしい遼寧省は、日本語教育

事情がやや異なる。また、延辺朝鮮族自治州は、朝鮮族の人 口比率が他の地域に

比べ高 く、他地域 とは意識がかなり異なるようである。

国際交流基金による『 2003年海外 日本語教育機関調査』によれば、中国全上の 日

本語教育機関は 940件 、うち黒龍江省 74件、吉林省 93件 、遼寧省 129件 、内蒙

古 自治区 27件 となっている。 しか し、筆者のフィール ドワークによれば、この調

査か らおちている民間の日本語学校がこの地域には少なか らず存在す る。たとえ

ば、黒龍江省鶏西市には 29校 の 日本語学校があ り、中国全土から約 2万人近い学

習者 をあつめているが、これ らの学校の名がすべて同調査にあるわけではない。

本稿で調査対象 とした黒龍江省の民族学校は、いずれも 1978年 ごろか ら日本語教

育を開始 してお り「1973年 ごろからいつせいに日本語教育がは じまつた」とい う

この調査 とはややずれがある。大学入学統一試験再開からしばらくの間、民族学

校は外国語教育が免除されていた時期があるので、黒龍江省での外国語教育の開

始が遅れたのであろうか。現時点ではこの点についての結論を保留 しておく。

高等教育機関に進学 した後、 日本語教育をうけた可能性がないわけではないが、

この時代、高等教育で日本語を専攻 した人間が中学校の教師になったケースはわ

ずかであるとお もわれる。
なお、公的な機関によるアンケー トなどでは、正規教育機関での学歴のみが記載

され るので、独学で 日本語学習をはじめたことなどは、聞きとり調査によらなけ

ればあらわれない。筆者の経験によれば、このような独習者は、在職 しながら延

辺大学の通信制課程 (函 授)を 修了していることが多い。
文革中には、個人の「枯案」 (日 本の「戸籍」にあたるが、くわ しい経歴なども記

録 されている)に より外国語の運用力なども調べ られていたようである。インタ

ビューでは「文革が終わるとす ぐに、教育委員会から呼びだされて 日本語の教師

になった」と語 る先生が多い。
中国の民族教育については、岡本 (1999)お よび小川 (2001)が詳 しい。また、朝鮮

族の民族教育の現状については本田(2004)を 参照。
中国では性別などとともに「民族」が梢案 (戸 籍簿)お よび身分証明証に記入 され

てい る。両親が異なる民族に属する場合、どちらの民族を選択するかは自由であ

る。現在は少数民族に対する優遇策 (「一人つ子政策」に関する例外規程など)を

考慮 して少数民族 を選択するケースが多いが、かつて文化大革命の時期には、漢

族を選択する人が圧倒的に多かったとい う。 このような経緯もあり、戸籍簿上の

民族名 と現実の帰属意識が一致 しない人も珍 しくない。
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10)民族学校の教育 と進学システムの関係については本田(2005)を 参照 されたい。
11)「加授漢語」「加授蒙古語」 とい う用語については、岡本 (1999,P222)に 詳 しい。
12)こ の地の言語状況については、同 じく岡本 (1999,P252-254)に まとめられている。

その後、さらに子 どもたちの漢語化がすすみ、2002年秋の時点では一学年に、加
授漢語クラスが 3ク ラスあったのに対 し、加授漢語クラスは 1ク ラス 20名 ほどし
か在籍 していなかった。

13)黒龍江省教育学院民族教育部蒙古語教研員 H氏 の話による。
14)こ の地域には、文化大革命の時期に、大きな「労働改造所」がおかれ、知識人が

数多 く収容されている。おそ らく、文化大革命期にこの地に「満州国」に関係が
あつた 日本語話者があつめられたことが、日本語教育がは じまるきつかけになっ
たと推測 される。

15)こ の県では、そのほかに 2校の蒙古族中学でも日本語教育がお こなわれている。
なお、高級中学の 日本語クラスは、それぞれ各学年に 1ク ラスであり、残 りはす
べて英語クラスである。
現在、中国では、数多 くの受験参考書・問題集が出版 されているが、大都市では
容易に買える参考書・問題集 も、地方には流通せず、入手がきわめてむずか しい。
地域格差が大きいため、都市 と農村では、英語の得点差が広がるばかりである。
しか し、日本語は受験者数が少なく、参考書も問題集 も数が限定されるので、大
都市 と地方の学校間にそれほど情報量の差はおきない。
ただ し、この地区の高級中学では、英語クラスと日本語クラスの募集を別立てで
おこなってお り、 日本語クラスの合格総合点は英語クラスより低い。
大学入学統一試験において、 日本語のほうが英語より平均点が高いのは例年のこ
とで、常態化 している。そこには「英語以外の外国語科 目を残 しておきたい とい
う中国政府の意思が働いている」のだという関係者もいる。
3言語を同時に学ばなければな らないという学生の心理的負担を軽減する、 とい
う点では日本語を選択する意味がないわけではないと考えられる。
朝鮮族に対 しては、朝鮮半島と同様に「満州国」においても学校教育での日本語
習得 と使用が強制 されていた (中 国朝鮮族青年学会編,1998,P225)(石 ,2003,P57)。
モンゴル族についても「蒙古聯合 自治政府」のもとで積極的な 日本語教育の普及
が試み られ、ある程度の成果をあげたという (石 ,2003,P109-110)
(斉 ,2002,P337-339)。

現在の尚志市朝鮮族中学は、かつての珠河市街地に所在 し、朝鮮族の入植地 (現河
東郷)と は数キロ離れている。河東郷は現在も朝鮮族の集落が点在するが、近年、
過疎化がすすみ、河東郷の民族中学はすでに廃校 となった。
この時期の状況については、台湾における 1950～ 60年代の外省人 と内省人の軋蝶
が、 日本語の維持に影響 したことに似ていると思われる。中国の研究者による事
例の発掘 と研究を期待 したい。

23)こ の場合、朝鮮族 の 日本語話者が、ふつ うの (漢 族 の)中 学に採用 され るケー スが
多かった。ただ し、 日本語 に限 らず、朝鮮族の教員が、ふつ うの中学に採用 され
るこ とは現在にいた るまで珍 しい ことではない。 また、反対に漢族 が民族学校 に
勤務 している例 も (多 くはないが)あ る。

24)東北 3省 には、吉林省延辺朝鮮族 自治州に延辺第一師範学校、黒龍江省 に五常朝
鮮族師範学校、遼寧省 に遼寧朝鮮族師範学校 が開設 され、いずれ も小中学校 の民
族学校教員養成 を している。

25)2005年 の調査の際 、 1970～ 80年代 に使われていた教科書・教材 を入手す ることが
できたので、現在 、その内容 と変遷 を分析中である。 その結果 については、稿 を
あ らためて発表 したい。

26)た だ し 199o年 代半 ばか ら、 日本語教育の 目的について民族 コミュニテ ィの意識 も

18)

19)

20)

22)
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大きく変化 しはじめた。中国国内での外国語教育の目的に対す る意識の変化 と、

現実の日本社会 。日本人 との接触機会が増えるにつれ、「コミュニカティブな外国

語教育」への志向が強くな り、現在は必ず しも「受験」だけが 目的ではなくな り
つつある。
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